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野田市立北部保育所の管理に関する年度協定書

野田市（以下「発注者」という。）と株式会社コビーアンドアソシエイツ（以下

「受注者」という。）とは、平成３１年２月１９日に、野田市立北部保育所（以下

「本施設」という。）の管理に関して締結した野田市立北部保育所の管理に関する基

本協定書（以下「基本協定」という。）に基づき、本施設の管理に関する年度協定

（以下「年度協定」という。）を締結する。

（年度協定の目的）

第１条 年度協定は、本施設の管理業務（以下「本業務」という。）の各年度の業務

内容及び本業務の実施の対価として支払われる指定管理料を定めることを目的とす

るものである。

（令和５年度の業務内容）

第２条 発注者及び受注者は、令和５年度の業務内容は、基本協定第１２条に定める

とおりであることを確認する。

（業務報告等）

第３条 受注者は、毎月、本業務に関する報告書を発注者に提出しなければならない。

２ 受注者が発注者に提出する報告書の内容は次のとおりとする。

(1)施設の利用状況

(2)破損及び修繕の実施状況

(3)事故、要望及び苦情対応状況（些細な案件も含め、全て報告すること。）

(4)使用料及び利用料金収入の状況

(5)電気料金、ガス料金及び燃料費（以下「光熱費等」という。）の使用量及び支払

状況

３ 発注者は、受注者から本業務に関する報告書の提出を受けたときは、確認した上、

当該報告書の引渡しを受けるものとする。

４ 受注者は、報告書を発注者に引き渡したときは、発注者に対して指定管理料の支

払を請求するものとする。

（保育士処遇改善事業報告等）

第４条 受注者は、保育士処遇改善事業（以下本項において「本事業」という。）に

関する報告書を発注者に引き渡したときは、発注者に対して本事業に係る指定管理

料の支払を請求するものとする。

２ 受注者は、調理員、事務補助及び用務員（以下「調理員等」という。）の賃金改

定事業（以下本項において「本事業」という。）に関する報告書を発注者に引き渡

したときは、発注者に対して本事業に係る指定管理料の支払を請求するものとする。
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（令和５年度の指定管理料）

第５条 発注者は、受注者に対して本業務の実施の対価として、別表に定める指定管

理料基本額及び光熱費等価格高騰に伴う指定管理料増額分 金３８９，７９６円を

支払うものとする（消費税額は、消費税法第６条第１項の規定により非課税とす

る。）。

２ 前項の規定による指定管理料基本額の支払の時期は、別表により定める。

３ 第１項の光熱費等価格高騰に伴う指定管理料増額分は、受注者の請求に基づき支

払い、実績に応じて年度末に精算するものとする。

４ 発注者は、第３条第４項、第４条及び前項の規定による適法な支払の請求があっ

たときは、その日から起算して３０日以内に指定管理料を受注者に支払うものとす

る。

５ 受注者は、発注者の責に帰する理由により前項の規定による指定管理料の支払が

遅れた場合には、遅延した日数に応じて指定管理料に対し、年度協定締結時におけ

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第

１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を発注者に請求するこ

とができる。

（市長が定める賃金の最低額）

第６条 基本協定第２４条第１項の規定に関わらず、令和５年度の保育士に係る市長

が定める賃金の最低額は１，１２０円とする。

２ 基本協定第２４条第３項の規定により、令和５年度の調理員等に係る市長が定め

る賃金の最低額は１，０４１円とする。

（個人情報の取扱い）

第７条 受注者は、当該公の施設の管理に係る個人情報を取り扱う事務の登録簿を確

認し、登録簿により届け出られた個人情報の取扱い以外の取扱いをしようとすると

きは、あらかじめ、市長の了承を得た上でなければ、当該取扱いを開始してはなら

ない。

（自主事業の承認）

第８条 発注者は、受注者から提出された令和５年度の業務計画書で提案された自主

事業について、本協定の締結をもって承諾したものとする。

（疑義等の決定）

第９条 年度協定に定めのない事項については、第一義的には基本協定によるものと

する。基本協定にも定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これ

を定めるものとする。



3

本協定を証するため、本書を２通作成し、発注者、受注者がそれぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。

令和５年４月１日

発注者 野田市鶴奉７番地の１

野田市

野田市長 鈴 木 有

受注者 千葉県野田市中野台５６４番地の２

株式会社コビーアンドアソシエイツ

代表取締役 小 林 照 男
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別表

支出費目 支出時期 支出基準

１ 施設型給付費 実績報告の当月
「子ども・子育て支援法」の規定により、国が定めた

公定価格に準じて各月の入所児童数を乗じて算定した

額

２ 延長保育事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

３ 保育士配置改善事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

４ 保育士設置費補助事業 実績報告の翌月
１保育所当たり 205,000円×対象月数×人数

野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

５ 事務職員設置費補助事業 実績報告の翌月
１保育所当たり 150,000円×対象月数－事務職員雇

上費加算

野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

６ 看護師設置費補助事業 実績報告の翌月
１保育所当たり 190,000円×看護師数×対象月数

野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

７
病児保育事業（体調不良児

対応型）
実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

８ 教材費補助事業 実績報告の翌月
入所児童×500円

野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

９ 傷害保険加入補助事業 実績報告の翌月
団体傷害保険負担金 入所児童×500円

ただし、児童の保護者が負担した額が年額500円未満

のときはその額

１０ 要配慮児受入事業 実績報告の翌月
野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金に準じ

る

１１
アレルギー等対応特別給食

提供事業
実績報告の翌月

野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金に準じ

る

１２ 通勤補助事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

１３ 野田産黒酢米利用促進事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

１４ 主食費減額補助事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる

１５ 保育士週休代替要員 実績報告の翌月
１保育所当たり 164,850円×対象月数×人数

（最大2人まで）

１６ 調理員補助 実績報告の翌月 １保育所当たり 85,833円×対象月数

１７ 処遇改善事業 実績報告の翌月
野田市私立保育所等保育士処遇改善事業補助金に準じ

る

１８
保育士処遇改善事業

（公契約条例分）
実績報告の翌月 別記１のとおり

１９ 調理員等賃金改定事業 実績報告の翌月 別記２のとおり

２０ 保育士就労奨励金支給事業 実績報告の翌月 野田市保育士就労奨励金支給事業補助金に準じる

２１
保育士試験による資格取得

支援事業
実績報告の翌月

野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金に準

じる

２２ 零歳児保育推進事業 実績報告の翌月 野田市私立保育所等保育事業補助金に準じる
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別記１

各月の処遇改善加算前の支払賃金(※1)が 1,120 円未満である保育士 1人につき、次に

示す計算式により計算される額の総額

（1,120 円－当該保育士の処遇改善加算前の支払賃金(※2)）×当該保育士の各月の時

間外労働時間を除く労働時間(※3)＋当該保育士の本給付による法定福利費の増額分

(※4)

※1 支払賃金とは、受注者等が労働者に支払う最低賃金法に基づく最低賃金制度に定

める手当等の区分による所定内給与のうち、基本給相当額と基準内手当の合計額

を 1時間当たりの賃金に換算した額（小数点以下切捨て）をいう。以下同じ。

※2 当該保育士の処遇改善加算前の支払賃金が 1,084 円未満の場合は、当該支払賃金

は 1,084 円とする。

※3 当該保育士が月給制の場合は、当該労働時間は年間所定労働時間を 12 で除した

時間とする。

※4 当該保育士の処遇改善加算前の支払賃金が 1,084 円未満の場合は、当該支払賃金

を 1,084 円として算出した場合の法定福利費と、支払賃金を 1,120 円にした場合

の法定福利費の差額とする。

別記２

令和２年度の支払賃金が 1,041 円未満である調理員等 1人につき、次に示す計算式に

より計算される額の総額

（1,041 円－当該調理員等の令和２年度の支払賃金(※1)）×当該調理員等の各月の時

間外労働時間を除く労働時間(※2)＋当該調理員等の本給付による法定福利費の増額分

※1 支払賃金が月ごとに異なる場合は、最後に従事した月の額とする。令和３年度以

降から本施設に従事する調理員等の令和２年度の支払賃金は、当該調理員等と同

じ職種で本施設に令和２年度に従事していた調理員等の支払賃金のうち、一番低

い額とする。同じ職種で本施設に令和２年度に従事していた調理員等がいない場

合は、令和２年度に適用されている該当職種の最低額とする。当該支払賃金が、

千葉県について決定された最低賃金法に規定する地域別最低賃金未満の場合は、

地域別最低賃金の金額とする。

※2 当該調理員等が月給制の場合は、当該労働時間は年間所定労働時間を 12で除し

た時間とする。


